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現場のQ&A

　産業廃棄物管理票（以下「マニフェスト」という。）の様式については、
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の21第2項において、
様式第2号の15によるものとされています。したがって、マニフェストに
受領印欄がある場合、マニフェストに押印することが望ましいと考えられま
す。
　なお、公益社団法人全国産業廃棄物連合会が発行している「直行用産業廃
棄物管理票（マニフェスト）の記載要領・注意事項」の「2　記載事項（8）
運搬の受託欄 ア及び（9）処分の受託欄 ア」には、受領印欄には社印を押
印することが望ましいとされていますので、ご参考ください。

回答内容現在日：2016年5月18日

産業廃棄物のマニフェストの法定様式には、運搬の受託と処分の受
託のところに「受領印」欄が設けられています。

　しかし運搬受託者・処分受託者の記載事項を定めている廃棄物の処理及び
清掃に関する法律施行規則第8条の22及び第8条の24には、押印に関する
規定はありません。マニフェストの様式に受領印欄が設けられている場合、
押印がなくても法律違反にはならないのでしょうか。

現　場

マニフェストの受領印の必要性

＜参考情報＞
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則：第8条の21第2項、様式第2号
の15
「直行用産業廃棄物管理票（マニフェスト）の記載要領・注意事項（平成25年
4月版）」（公益社団法人全国産業廃棄物連合会ウェブサイト）
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5. 化学物質・労働安全・危険物

　GHSラベル表示義務の対象となる物は、労働安全衛生法施行令（以下「令」
という。）別表第3第1号に定める第一類物質、労働安全衛生規則（以下「則」
という。）第31条で定める第一類物質を含有する製剤その他の物、令別表
第9に定める物、令別表第9に定める物を含有する製剤その他の物として則
第30条で定めるもの、とされています（労働安全衛生法（以下「法」という。）
第57条第1項、令第18条）。
　ご質問の通り「亜塩素酸ナトリウム」は、令別表第1の3の5項に記載さ
れていますが、GHSラベル対象物質を定めた上記の令別表第3第1号及び
別表第9には記載されていません。したがって、法第57条第1項による
GHSラベル表示義務の対象とはなりません。
　なお、法第57条第1項によるGHSラベル表示義務の対象とならない物に
ついても、則第24条の14でラベル表示をすることが努力義務（罰則等の
制裁なし）となっていますのでご留意ください。

回答内容現在日：2016年6月9日

亜塩素酸ナトリウムは労働安全衛生法施行令別表第1に掲載されて
おり、名称等を表示すべき危険物及び有害物を定めている別表第9

には掲載されていませんが、平成28年6月1日に施行された改正安衛法の
GHS表示義務対象となるのでしょうか。

現　場

亜塩素酸ナトリウムにはGHSラベルが必要か

＜参考情報＞
労働安全衛生法：第57条第1項 
労働安全衛生法施行令：第18条、別表第3第1号、別表第9 
労働安全衛生規則：第24条の14、第30条、第31条
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部署名 □公用
□私用
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@E-mail

ご住所

様　 ㊞

〒　　　―　　　　

フリガナ

ご氏名

機関名

■宛先
〒107̶8560
東京都港区南青山2̶11̶17
第一法規株式会社
　 FAX.0120̶302̶640

書店印

取 扱 い

この申込書は、ハガキに貼るか、
このままFAXで下記宛お送りく
ださい。

＊弊社宛直接お申し込みいただく場合、一回のご注文でお届け先が一箇所、お買い上げ合計金額5,000円（税込）以上のご注文は、国内配送料サービスといたします。
また、お買い上げ合計金額5,000円（税込）未満のご注文については、国内配送料450円（税込）にてお届けいたします。
＊消費税は申込日時の適応税率に依ります。

◎上記のとおり申し込みます。代金については、次に示す方法にて支払います。
　＊現在、弊社とお取引のないお客様につきましては、代金引換にてお支払いをお願い申し上げます。
　（いずれかを で選択ください。）　　□代金引換により支払います。　　□現品到着後請求書により支払います。

＊代金引換手数料について
　一回あたりのご購入金額
　（商品の税込価格+送料）の合計が

※送料・代引手数料を含む合計金額は、商品のお届け時に配送業者
に現金でお支払いください。その際、クレジットカードはご利用い
ただけません。

1万円以下の場合、300円+税
3万円以下の場合、400円+税
10万円以下の場合、600円+税

平成　　　　年　　　　月　　　　日

お客様よりお預かりしたお名前・住所等の個人情報は、商品や代金請求書の発送、アフターサービス、弊社商品・サービスのご案内をするために使用いたします。ご同意のうえ
お申し込みくださいますようお願いいたします。ご不明な場合、また個人情報の照会、訂正、削除を希望される場合は、フリーダイヤルにてご連絡ください。お客様よりお預かり
しました個人情報は、弊社ホームページに掲載の「プライバシーポリシー」に従い適切に管理いたします。　 フリーダイヤル　　TEL.0120̶203̶696　　FAX.0120̶202̶974

お客様の個人情報の
取扱いについて
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第一法規 検　索詳 細・お申し 込 みはコチラ

関連商品のご案内

現場発の『生きたQ&A』を収録！

ecoBRAIN Selection advanced の人気コンテンツ、環境法令相談室に実際に寄せられた疑問に専門家が回答。

※上記2商品の価格、詳細につきましては別途お問い合わせください。

環境法令Q&A
データベースの
ご紹介！

Selection advanced
環境法令管理の面倒、ひきうけます！

❶面倒な法改正を一瞬で漏れなく調べます！
●選択した法令について、改正情報をワンクリックで一覧化します！
●改正ポイントをわかりやすく解説します！
●メルマガで法改正情報、改正前ニュースをお届け！

❷情報共有のための資料作成もあっという間！
●法改正の解説資料を作成します！（Excelファイルで加工可能）

❸法的要求事項一覧のメンテナンスはおまかせ！
●ISO 14001等の審査対応！条文・様式へのリンクも登載！
●一覧表の改正部分を伝えます！

❹環境法令に関する疑問を解決します！

環境法令管理
システムの
ご紹介！

実務に直結するリアルなQ&Aと、理解を深める関連情報を約2,300件収録！

企業の相談事例を豊富に
　掲載
根拠（法令・通達）を明示

法令別、業種別、部署別に
　検索可能

□環境法令に関わる疑問が発生。
　同じような事例はあるのだろうか？
□法改正に際して、社内でどんな
　取り組みをするべきか、わからない
□ISO14001維持管理に関わる
　環境法の動向を知りたい

複雑・多岐にわたる
環境法令をもっと手軽に
管理する方法があれば・・・

DH19990309
長方形
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